
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生命保険金受取人の実質判定 

Tasaka tax accountant office 

いつもお世話になっております。 

新たな年を迎え、皆さまにとってご多幸がありますようにお祈りいたしております。 

本年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。 

Vol.105 

2022.1.20 

生命保険に加入すると、保険金の受取人を指

定しますが、いざ被保険者が死亡した時、保険

金を渡したい人が当初から変わってしまってい

るときもあります。そのような場合、課税関係

はどうなるのでしょうか。 

 

◆両親から妻や子への名義変更 

 社会人になって初めて生命保険に加入すると

き、保険金の受取人に自身の両親を指定するこ

とが少なくありませんが、その後、結婚して子

供が生まれ、家族ができてからも保険金受取人

の変更手続きをせずに親の名義のままとなって

いる場合があります。 

 しかし、自身が病気や不慮の事故で死亡して

しまったとき、残された家族の生計を支えてい

くことを思えば、保険金の受取人は妻や子にな

ってほしいところです。 

 

◆受取人名義変更の課税関係 

 相続では保険金受取人は、保険契約上の受取

人となりますが、保険金受取人以外の者が現実

に保険金を取得している場合、保険金受取人の

変更手続きがなされていなかったことについ

て、やむをえない事情があるなど相当の理由が

あると認められるときは、実際に保険金を受け

取った者を保険金受取人とする取扱いがありま

す。 

契約上の保険金受取人である両親も妻や子

を保険金受取人とすることを望み、やむを得な

い事情があると認められれば、妻や子のみなし

相続財産として課税対象となり、また、相続人

となるので非課税措置の適用を受けることも

できます。 

 なお、生命保険金の受取人名義を変更した時

点では課税関係は生じません。被相続人が自身

を被保険者とし、保険料を負担している場合

は、保険事故（被保険者の死亡）が発生して保

険金の受取りが確定したときに課税関係が生

じます。 

 

◆離婚した元妻からの名義変更 

 ところで妻を受取人とする生命保険に加入

していた夫が、離婚しても受取人名義を元妻の

まま変更せずに死亡してしまったら、どうなる

でしょうか。この場合、元妻は離婚しても保険

金受取人の地位を失わないため、生命保険金は

元妻に支払われ、みなし相続財産として課税対

象となります。そして元妻は相続人ではないの

で生命保険金の非課税措置の適用は受けられ

ません。 

 離婚するときは、財産分与とあわせて、生命

保険金受取人の名義変更についても忘れない

ようにしましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつか自身に起きる相続。これまでの人生を振

り返り、生きた証として財産を社会に貢献する事

業に役立てたい、そんな思いを伝える手段の一つ

が遺贈寄附です。 

 

◆遺言による遺贈寄附と相続財産の遺贈寄附 

 遺贈寄附とは、国や地方公共団体、公益法人等

に、財産を遺言で贈与すること、及び、被相続人の

生前の意思を引継いだ相続人が、相続財産を贈与

することをいいます。 

 

◆遺贈寄附の手続き 

 まずは遺贈先の選定です。新聞、雑誌、TVの報

道、ネット情報から社会貢献する団体の活動に触

れて支援する法人を探します。 

 紛争地帯で医療や住居などを支援する NPO 法

人は、寄附先としてお馴染みですが、最近は博物館

や地方自治体の動物園など、親しんだ団体に遺贈

する人もいるようです。 

 寄附は現金のみ受付し、不動産は売却、換金した

うえで遺贈を求める団体が多数ですが、不動産を

受け入れる団体もあります。 

 遺贈先が決まったら、遺言執行者を選定して遺

言書を作成します。税理士をはじめ、弁護士、司法

書士、行政書士など専門家に相談しましょう。遺言

は公正証書遺言、または自筆証書遺言を選択でき

ます。 

 

◆不動産等の遺贈は譲渡所得課税に注意！ 

 土地や建物、株式など譲渡所得の基因となる財

産を法人に遺贈した人には、その財産の取得から

遺贈時までの値上り益に譲渡所得税が課されます

が、国税庁長官に申請して承認を受けた場合は非

課税となります。 

 ただし、遺贈した人の所得税の負担や、遺贈し

た人の親族のほか特殊関係人の相続税、贈与税の

負担を不当に減少させる場合には、非課税承認は

取り消され、遺贈した人、又は遺贈先の法人に譲

渡所得税が課されることになるので注意を要しま

す。 

 また、相続人が被相続人の意思を引継ぎ、相続

財産を国や地方公共団体、公益法人等に贈与する

場合にも相続税を非課税とする制度があります。

この場合も不動産等の贈与について譲渡所得税を

非課税とするには、国税庁長官の承認が必要で

す。 

 

◆相続人の遺留分にも配慮を忘れない！ 

 社会の高齢化が進むなかで遺贈寄附の希望者も

増えていくのではないでしょうか。ただし、相続

財産には遺留分があります。遺贈寄附を決めると

きは、相続人の遺留分にも配慮して後でトラブル

が生じないよう検討することを忘れないようにし

ましょう。 

 

～人生の役に立たない雑学 vol.105～ 

 

 

遺贈寄附という選択 

 

 

田 坂 税 理 士 事 務 所  http://www.tasaka-tax.com/ 

「元旦」は、１月１日の朝

のみのことをいい、 

「元日」は１月１日の

まる１日をさす 


